
たいしょくで

対して固定している固定単台車と，各1jï制lの方向が曲線に入る

ときその半径方向に向きを変え， 直線路に入るとその方向が元

の状態にかえるようになっている心向単台車とある。 i走者は前

者よりも軌~gを多少長くとることができる。

7 ダイヤモンド・トラックまたは菱(ひし)わくポギー 2 

;1前l ポ ギ一台IF.[の一極で，台車わ くの ß(1)iì'ii形状を平鍋てー組立てた

軸箱もり付， 菱(ひし)わく形 と し ， これにまくらばね受を設け

てこれと心ざら付揺れまくら， 輪前hなと.を組合せた台車である。

主として貨車に収入れられている。

台車わくの側面形状が菱(ひし)わく形であるところからこの

名称がつけられている。

8 ユニ ット ・卜ラ y ク ダイヤモ γ ド・トラックの菱(ひ

し)形台車わくが保守上手数がかかるので，鋳鋼技術の発達に

つれてこれを改良し，刺l箱付鋳銅製の骨11)ぱ りと ，心ざらのある

横ぱりと輸軌とを組合せ，これにプレーキてこ装置を取付けた

貨車問台車であるが，蒸気機関Jlïの炭水車にもこれに似た台車

を用いている。部品は共通品とし， その数も少なく ， かつボノレ

ト締や，び ょう 締のないことが特長である。

9 マキシム ・ トラクションポギー 2 q計lポギ一台車の一極

でー軌を動制!とし ， 他の一軸には回転力がかからないような台

車で，動制lの軸霊を増すため旬J刺!の車輪jj[jIも大きくし ， 心ざ

ら位位を動車hllllJに よ らせた台車(図-3) である。この台車はおた

まじぞ く しのように頭を振りながら走 3 マキ ν ム ・ ト ラタ

る動作をするから，速度の高いときは

脱線のおそれがある。

10 軸ぱね式台車 台車の軸綜iの上

にコイノレばね， コイノレばねと防娠ゴム ・

板ばねまたは板ばねとコイノレばねなど

を用いた台車である。図ー2 に示す DT

ショ:ンポギー

1 7 形台車はコイノレばねを 2 列に!日いた ;14hばね式電動台車であ

る。十'，I't造が比較的簡単であるから一般に広く F円いられているが，

台工事わくの刺lばねを入れる部分が高〈なるので， IIIf本床ドのす

き聞が少ないものには好ましくなし、。

11 ウイ ングばね式台車 台11工の刺箱上にある取hばねの代り

に， il4h~色の納受を中心として左右に爽を設け， 制lばねを 2 悩に

分けて比較的事よいばねを用いた台車である。 iliM自に爽を設ける

代りに納ばね式と同様な制l箱を用い，これにつり合絡を用いた

ものもある。秋いばねが用いられること，およひ.軌紛が安定し

てばね上荷重を受けることな どの特長はあるが，制lばね式よ

りも ~4h符左右の場所を多くとるので， プレーキ装~~とにらみ合

せて設計する必要がある。この方式は摂動性能上にも好ましい

ので， ;14hばね式と共に客111 • 'l[ III ・ 気 íli)JJl[などに用いられてい

る。

12 つり合ばり式台車 ポギ一台車の制i箱の上にそれそ:h支

点をおいて，取h~巨の方向に制1*告と取h箱をおさえるように波され

たつり合ばりの中央に， (!ね上荷重をかけた台車で， 通常はつ

り合ばりの取h箱に近く ，台車の心ざらに対照の位{位にコイノレば

ねをおき ， このばね上にばね上荷量がかかるようになっている。

軸箱上に直接ばねがないので，各軌箱の前後退i動をおさえて輪

刺l相互の平行皮を(呆ち ， また制l符にかかる荷重のつり合がよく

行われるので，この台本の走行性能は比較的よい。しかしつり

合ばりのため外 IHlJからの点検やプレーキの調整に不[更がある。

(沢野周一)

たいしょくであて 退職手当 1 従業員が退職した場合に

使用者の負担で支払う一時金で，その算定にあた っては，退職

の事由および勤続により差が設けられているのが巡例である。

2 この制度は官庁 ・ 公共企業休 ・地方公共団体および民間

会社等において，退職手当 ・ 退職金 ・ 退職賞与金 ・ 退職慰労金

等の名称で採用され，かつてののれん分け制度にみられた封建

的主従関係にもとづく混情的な起源と ， 今 日におげる不完全な

社会保障制度の祁i充という現代的な使命が結びつき，個々の企

業の負担において，ある程度まで従業員の老後における生活の

保障を目的とするものである。

3 退職手当は，封建時代におけるのれん分けの風習が， 1明

治以後工業の発迷に伴ない従業員が円満退職の際，せん月IJある

いは過去の労をねぎらう意味で金一封を贈るという形に変り，

その後資本主義の発展するにしたがい，従業員の足止策(勤続

奨励)あるいは募集策(労働条例の一環)として制度化され，労

務管理の手段として利用されてきた。反iì'ii従業員の解雇を円滑

にするための手段としての効用をもそなえている。 すなわち第

1 次欧州大戦後の寧紛による人員繋理や， 近くはH召和 24 年の行

政整J!J!，あるいは民間産業における経営合理化に伴なう人員整

J!J!に際してこの制度が十分に活用された。

4 国鉄における制度の沿革をみると ， 大正元年に L特別慰

労金給与内規1 が制定されたが，これは履員 ・ 仙人(ようにん)

に対するもので， 明治 39 年の私鉄買収により ， 各社の制度を盤

面詰する必要にせまられて制定されたものである。その後この制

度は大正 11 年に改正され，高等官以下全職員に共通のものと

なり ， ついで大正 12 年には L鉄道省職員退職特別賜金および

退職特別手当主主に同支給細則1 が制定された。当時一般官庁の

制度は L各省退職貸与金の統ーに関する 1'I' l という内閣書記官

長の通ち ょうにより，画一的に取扱われることとな っ ていたが，

国鉄についてはその特殊性にかんがみ閣議によ って特例が認め

られ， 各省のIIX倣いに比しきわめて有利なものであ っ た。

この内規は終戦後の昭和 22 年まで突施されてきたが，同年

3 月|樹液決定の L退官退職手当支給要綱1 により，各省の退職

手当制度を統一し共通のものとすることとなり ， 従来のような

例外J首位は認められないこととなった。

この~綱にもとづき国鉄においては し巡輪省陸巡関係職員退

官退職手当支給内規1 が制定された。その後この閣議決定によ

る LJtl[綱1 は新滋法との関係上迷路の疑いがあるとして，昭和

24 ・ 5 マ司令部から退職手当の支払停止の党告が発せられたが，

政府は当H寺行政盤砲の関係もあり ， この !日H砲を早急に解決する

必~からマ司令部と折衝の結果，解雇予告手当， 失業者の退職

手当を包含し，かつ恩給または共済組合の退職給付との調墜を

も目的とした L行政機関定員法施行に伴ない退職する職員に支

給される退職手当に関する政令1 を同年 7 月に制定し，これと

同時に一般的な退職手当を規定した L昭和 24 年度総合均衡予

算の笑hlliに伴なう退職手当の臨時措置2に|刻する政令1 を制定公

布した。国鉄においては，この政令にもとづき同月 L行政機関

職員定員法施行に伴ない退職する職員に対する退職手当支給内

規1 お よび伺年 8 月 L 日本固有鉄道職員退職手当支給内規1 を

制定 した。

日本国有鉄道職員退職手当支給内規は， その根拠法令との関

係において昭和 28 ・ 7 ・ 31 まで適用されるにいたった。すなわち

政令は昭和年 24 年度かぎりの暫定的なものであったが，その後

の改正により昭和 25 年度にも適用され， かつ昭和 25 ・ 5 に法律

第142号をもってL国家公務員等に対する退職手当の臨時撤世に

関する法律7 として政令が法律に切り替えられた。この法律の

有効期間は昭和 25 年皮かぎりのものでゐったが，昭和 26 年度

および昭和 27 年度と有効期間の更新が行われ， さらに昭和 28 ・

7 ・ 3 1 すなわち同年 8 月 L国家公務員等退職手当暫定借置法7 が




